様式第１号（第６条関係）
深谷市シニア世代就職のための資格取得等支援事業補助金交付申請書
（入学料及び受講料に係る補助金）
年　　月　　日
深谷市長　宛て
申請者氏名　　　　　　　　　　　　

　深谷市シニア世代就職のための資格取得等支援事業補助金の交付を受けたいので、深谷市シニア世代就職のための資格取得等支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
なお、申請にあたり、深谷市から本申請に係る経費に対する他の補助金等（深谷市自立支援教育訓練給付金等）の交付を受けていないことを申告するとともに、深谷市が本申請において審査する際に必要な事項及び内容について調査することを承諾します。
記

	氏　　　名
	ﾌﾘｶﾞﾅ　　
	生年月日
	年　　月　　日生

（　　　歳）

	
	
	
	

	住　　　所
	
	電話　

	講座実施施設
	名　称
	　

	
	所在地
	　

	講座の名称
	

	講座の期間
	　　年 　　月　　日　　～　　　　　　　年　　月　　日

　　　（受講開始日）　　　　　　　　　　（受講修了日）

	補助対象経費
	入学料　　　　　円、受講料　　　　　　円　合計額　　　　　　円

	交付申請額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	添 付 書 類


	（１）住民票の写し

（２）ハローワークカードまたは深谷市シルバー人材センター会員証
（３）講座を修了したことがわかる証明書
（４）講座の経費領収書
（５）対象講座のパンフレット等講座内容のわかるもの
（６）市税に滞納がないことの証明書

（７）その他市長が必要と認める書類


（注意）

１　　交付対象となるのは、教育訓練講座の受講について支払う入学料及び受講料（主催者が受講に必須と認めたテキスト代を含む。ただし、受講に当たって必須とされない補助教材及び受講者の希望により行われる補講等に要する費用を除く。）の合計額の５割相当額（上限５万円）です。
２　　受験料、登録料に係る補助金の交付を申請する場合は、講座受講修了日の翌日から起算して１２月以内に、あらためて「深谷市シニア世代就職のための資格取得等支援事業補助金交付申請書（受験料及び登録料に係る補助金）」に添付書類をつけて交付申請手続きを行うことが必要です。
３　　過去に本補助金の交付を受けた場合は、前回の補助金交付決定日から３年以上経過している必要があります。
